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１ 開発許可

建築物の建築等を目的で行う開発行為や市街化調整区域において建築物の建築や用途の変更（

以下「建築行為等」といいます。）を行おうとする場合は，特定のものを除き，都市計画法（以

下「法」といいます。）に基づいて，あらかじめ許可（本市においては，函館市長の許可）を受

けなければならないこととなっています。

・ 開発行為を行おうとする場合 ～ 開発許可

・ 建築行為等を行おうとする場合 ～ 建築許可

□ 開発行為について

■ 開発行為とは（法第４条第１２項）

「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質

の変更」をいいます。

《 建築物とは 》
「土地に定着する工作物のうち，屋根および柱もしくは壁を有するもの（これに類する構

造のものを含む。）」と規定されています。（建築基準法第２条第１号）
《 特定工作物とは 》
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物である第一種特定工作物と大規模

な工作物である第二種特定工作物に分類されています。（法第４条第１１項）
※ 第一種特定工作物（例．コンクリートプラント，アスファルトプラント，
クラッシャープラント，危険物の貯蔵または処理に供する工作物など）
第二種特定工作物（例．ゴルフコース，１ヘクタール以上の野球場，庭球場など）

《 土地の区画形質の変更とは 》
(１) 物理力の行使
① 切土をする行為であって，当該切土の高さが 30センチメ－トルを超えるもの
② 盛土をする行為であって，当該盛土の高さが 30センチメ－トルを超えるもの
③ 切盛土をする行為であって，当該切盛土の合計の高さが 30センチメ－トルを超えるもの
(２) 利用状況の変更
① 農地等の宅地以外の土地を宅地とする場合
② 公共施設を新設，改廃する場合

■ 開発区域

開発区域とは，開発行為を行う土地の区域をいいます。（法第４条第１３項）

例１
建築物の建築を行わない区域でも，
駐車場，テニスコートのように
建築物の敷地と一体不可分なものとして 会 社 駐 車 場
利用を図る土地については
開発区域に含まれます。

開発区域

例２
許可対象規模未満として
許可不要で造成された敷地（既存敷地）を拡張する場合で，
既存敷地と拡張敷地の造成時期が近接（５年以内）しており， 既存敷地 拡張敷地
かつ，土地の利用形態が一体と判断できるものについては，
既存敷地を含めた全体の土地を開発区域として取り扱います。

※ 「隣接地等で開発行為等を行う場合などにおける開発許可申請等の要否に係る取扱い」（２頁参照）をご覧ください。 開発区域
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□ 隣接地等で開発行為等を行う場合などにおける開発許可申請等の要否に係る取扱い

ある土地における土地の区画形質の変更，建築基準法第４２条第１項第５号による道の位

置の指定など新たな土地利用を可能とする全ての行為であって，開発行為の面積要件に合致

しない開発行為の類似行為を含む。以下「開発行為等」といいます。）の一部に着手した後

において，これに隣接または近接する区域において開発行為等を行う場合であって下記のい

ずれにも該当する場合は，後行する開発行為等（以下「後行開発行為等」といいます。）を

行う際に，先行する開発行為等の区域（以下「先行開発行為等」といいます。）および後行

開発行為等の区域の全体を開発区域とみなし，都市計画法および関係法令に規定される開発

許可基準を適用して開発許可の要否および可否を判断します。また，３以上の開発行為等が

隣接または近接して行われる場合も同様となります。

記
１ 次のいずれかに該当する場合
(1) 後行開発行為等を行う者またはこれを行おうとする者が，先行開発行為等を行った者
と同一人である場合または両者の間に特別な関係（３親等以内の親族の関係，法人と当
該法人役員の関係，法人と当該法人の従業員の関係および法人役員と当該法人の従業員
の関係をいう。以下同じ。）もしくは資本関係がある場合
(2) 後行開発行為等の区域の総面積の３分の２以上の面積を所有する者が，先行開発行為
等の区域の総面積の３分の２以上の面積を所有していたことがある場合
(3) 後行開発行為等の区域の総面積の３分の２以上の面積を所有する者と特別な関係もし
くは資本関係がある者が，先行開発行為等の区域の総面積の３分の２以上の面積を所有
していたことがある場合

２ 次のいずれかに該当する場合
(1) 後行開発行為等に係る申請（開発許可申請，道の位置の指定に係る申請その他の新た
な土地利用を可能とするために必要な行為に係る申請の全てをいう。以下同じ。）が，
先行開発行為等の完了後５年以内である場合
(2) 先行開発行為が完了しない間に，後行開発行為等に係る申請を行う場合

□ 許可不要の開発行為（法第２９条第１項各号，第２項）

(１) 開発規模により許可不要となるもの
① 市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為 《法第２９条第1項第１号》
② 都市計画区域外で１ha未満の開発行為 《法第２９条第２項 》

(２) 市街化調整区域内で農林漁業を営む者が自己の居住や 《法第２９条第1項第２号》
農林漁業の用に供するために行う開発行為
（例 ： 農林漁家住宅，畜舎，堆肥舎等）

(３) 公益上必要な建築物を建築するための開発行為 《法第２９条第1項第３号》
（例．図書館，公民館，変電所等）

(４) 都市計画事業の施行として行う開発行為 《法第２９条第1項第４号》
（都市計画決定を経たうえで事業の認可等を受けて行う開発行為）

(５) 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 《法第２９条第1項第５号》
(６) 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 《法第２９条第1項第６号》
(７) 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 《法第２９条第1項第７号》
(８) 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 《法第２９条第1項第８号》
(９) 公有水面埋立法第２条第１項の免許を受けた埋立地であって， 《法第２９条第1項第９号》
まだ同法第２２条第２項の告示がないものにおいて行う開発行為

(10) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 《法第２９条第1項第１０号》
(11) 通常の管理行為，軽易な行為その他の行為 《法第２９条第1項第１１号》

例 ・ 仮設建築物の建築
・ 必要最小限の規模の車庫（面積５０㎡以下），
物置（面積３０㎡以下）等の附属建築物の建築等
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□ 許可基準（法第３３条，法第３４条）

【 技術基準 】

開発行為は，技術基準に適合していなければなりません。

※ 主な技術基準（法第３３条） → （２３ページ～３０ページ）

【 立地基準 】

市街化調整区域内の開発行為は，技術基準のほか，立地基準（法第３４条）に適合し

ていなければなりません。

立地基準には，区域およびその区域内で許可できる建築物の用途を定めているものや

建築する目的や用途などの要件を定めているものがあります。

□ 区域およびその区域内で許可できる建築物の用途を定めているもの

函館市都市計画法施行条例（以下「条例」といいます。）または函館市開発審査会付

議基準（以下「付議基準」といいます。）により定めた区域内では，条例または付議基

準で定めた用途の建築物は，許可を受けることができます。（建築物の用途以外にも基

準がある地区もあります。）

(１) ５０戸連たん地域内

桔梗・西桔梗地区 赤川地区
図面：８ページ

桔梗Ａ地区 図面：６ページ 赤川沿道地区

桔梗Ｂ地区 新湊・古川・石崎地区 図面：１１ページ

高松地区 図面：１０ページ

・ 条例で定められている区域

各々の地区で許可の対象とする用途が定められています。（Ｐ７～Ｐ１１）

《 法第３４条第１１号 ， 条例第３条 》

(２) 亀尾地区 － (図面：１４ページ)

① 条例で区域と建築物の用途を定めているもの （１４ページ）

・ 亀尾町,庵原町,米原町および東畑町の一部の区域を条例で指定しています。

・ 許可の対象とする用途を条例で定めています。 （１４ページ）

・ 住宅を建築する場合における敷地面積は，原則３００㎡以上とするよう指導して

います。
《 法第３４条第１２号 ， 条例第４条第1項第1号 》

② 付議基準で区域と建築物の用途を定めているもの （５８ページ）

・ ①の条例で指定した区域と同一の区域を付議基準で指定しています。

・ 開発審査会の議決が必要となります。

《 法第３４条第１４号 ， 付議基準１-1４-2(詳細は５８ページ) 》

③ 付議基準で区域と建築物の用途を定めているもの （５７ページ）

・ ①や②とは別の区域を付議基準で指定しています。

・ 開発審査会の議決が必要となります。

《 法第３４条第１４号 ， 付議基準１-1４(詳細は５７ページ) 》
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(３) 函館空港南地区 － (別図：１５ページ)

① 条例で区域と建築物の用途を定めているもの （１５ページ）

《 法第３４条第１２号 ， 条例第４条 》

② 付議基準で区域と建築物の用途を定めているもの （５９ページ）

・ 開発審査会の議決が必要となります。

《 法第３４条第１４号 ， 付議基準１-1５(詳細は５９ページ) 》

※ ①，②とも

・ 航空機の運行の支障となるおそれがないこと
・ 住宅の用に供する建築物を建築する場合は，十分防音措置を講ずること
としていますが，②の区域にあっては，就航の制限につながらないよう，特に慎重
に取り扱うこととしています。

(４) 幹線道路の沿道地区 － (別図：１２，１３ページ)

石川新道沿道地区
１２ページ

外環状線沿道西桔梗地区

空港通・空港ターミナル通沿道地区 １３ページ

・ 石川新道沿道地区と空港通・空港ターミナル通沿道地区では，区域と建築物の用途

のほか，緩衝緑地帯の設置などの基準もあります。

・ 開発審査会の議決が必要となります。

《 法第３４条第１４号 ， 付議基準１-１２(詳細は５５ページ) 》

(５) 東山別荘地区 － (別図：１６ページ)

・ 許可の対象となる区域と建築物の用途（１６ページ）

《 法第３４条第１４号 ， 付議基準２-３(詳細は６２ージ) 》


